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は
じ
め
に

　

自
民
党
の
最
高
機
関
は
党
大
会
で
あ
る
（
党
則
27

条
）。
た
だ
、
党
大
会
は
原
則
的
に
年
に
一
回
し
か
開

催
さ
れ
な
い
（
同
28
条
）。
そ
こ
で
、「
党
の
運
営
及
び

国
会
活
動
に
関
す
る
特
に
重
要
な
事
項
を
審
議
決
定
す

る
」
機
関
と
し
て
両
院
議
員
総
会
が
あ
る
（
同
33
条
）。

何
を
も
っ
て
「
特
に
重
要
な
事
項
」
と
す
る
か
は
、
そ

の
時
々
の
執
行
部
の
判
断
に
よ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
特
に
重
要
」
で
な
い
事
項
は
ど
う
な
る

の
か
。
党
則
38
条
は
「
総
務
会
は
、
党
の
運
営
及
び
国

会
活
動
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
決
定
す
る
」
と
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
民
党
の
意
思
決
定
は
、
事
柄
の

重
要
度
に
応
じ
て
、
党
大
会
→
両
院
議
員
総
会
→
総
務

会
と
そ
の
場
を
変
え
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
総
務

会
こ
そ
常
設
の
意
思
決
定
機
関
な
の
で
あ
る
。
元
首
相

で
、
総
務
会
長
を
一
九
六
八
年
一
二
月
か
ら
一
九
八
〇

年
七
月
ま
で
断
続
的
に
九
期
歴
任
し
た
鈴
木
善
幸
は
、

こ
う
述
べ
て
い
る
。「
党
に
お
け
る
党
大
会
、
こ
れ
は

し
ば
し
ば
開
け
ま
せ
ん
か
ら
、
総
務
会
と
い
う
の
は
、

党
大
会
に
か
わ
る
党
議
決
定
機
関
と
い
う
わ
け
で
す

ね
」（
鈴
木
、
一
六
一
頁
）。
鈴
木
の
総
務
会
長
通
算
在

職
日
数
は
一
八
一
五
日
に
も
及
び
、
自
民
党
史
上
最
長

で
あ
る
（
鈴
木
、
巻
末
の
「
鈴
木
善
幸
関
係
年
譜
」
な

ど
を
参
考
に
算
出
）。

　

総
務
会
は
自
民
党
の
党
運
営
と
国
会
活
動
に
と
っ
て

不
可
欠
の
会
議
体
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
内
実
を
解
明
し
て
い
く
。

な
お
、文
中
で
総
務
会
に
関
す
る
典
拠
の
な
い
記
述
は
、

ソ
ー
ス
を
伏
せ
る
こ
と
を
条
件
に
私
が
得
た
情
報
に
基

づ
い
て
い
る
。

　

１　

総
務
会
の
開
か
れ
方

　

ど
こ
で
い
つ
開
か
れ
る
の
か

　

自
民
党
本
部
六
階
に
総
務
会
室
が
あ
る
。
細
長
い
楕

円
形
の
テ
ー
ブ
ル
に
三
〇
席
以
上
の
椅
子
が
配
置
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
会
議
室
の
四
面
の
壁
を
背
に
多
く

の
椅
子
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
国
会
閉
会
中
は
こ
こ
で

総
務
会
が
開
か
れ
る
。
一
方
、
国
会
開
会
中
は
国
会
内

の
第
十
五
控
室
で
開
催
さ
れ
る
。
国
会
内
に
は
、
登
院

し
た
議
員
が
本
会
議
や
委
員
会
に
出
席
す
る
た
め
に
待

機
す
る
部
屋
と
し
て
議
員
控
室
が
あ
る
。
各
会
派
へ
の

そ
の
割
り
振
り
は
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
に
依
っ
て

い
る
（
浅
野
・
河
野
、
八
五
頁
）。

　

自
民
党
は
結
党
以
来
、
民
主
党
政
権
期
を
除
く
期
間

で
常
に
比
較
第
一
党
な
の
で
、
割
り
当
て
ら
れ
る
部
屋

数
は
多
い
。
第
十
五
控
室
は
他
会
派
に
譲
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
自
民
党
の
総
務
会
室
用
の
部
屋
と
し
て
ず
っ
と

使
わ
れ
て
い
る
。

　

総
務
会
は
原
則
と
し
て
毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日
の

一
一
時
か
ら
開
催
さ
れ
る
。
招
集
者
は
総
務
会
長
で
あ

る
（
党
則
40
条
2
項
）。
特
段
の
議
題
な
し
と
総
務
会

長
が
判
断
す
れ
ば
開
か
れ
な
い
。
一
方
、
臨
時
総
務
会

が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
直
近
で
は
二
〇
一
五
年

一
〇
月
七
日
（
水
）
の
第
三
次
安
倍
晋
三
内
閣
の
改
造

に
先
だ
っ
て
、
午
前
中
に
臨
時
総
務
会
が
開
か
れ
て
い

る
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
八
日
付
『
朝
日
新
聞
』）。

　

開
催
時
間
は
た
い
て
い
一
五
分
ほ
ど
で
あ
る
。
ど
ん

自
民
党
総
務
会
と
は
な
に
か

西川伸一
Nishikawa Shin-ichi
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な
に
延
び
て
も
正
午
に
は
終
え
ざ
る
を
得
な
い
。
昼
食

の
出
る
会
合
が
ど
の
出
席
議
員
に
も
必
ず
設
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
出
席
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

だ
。
ま
た
、
開
催
に
必
要
な
定
足
数
は
定
め
ら
れ
て
い

な
い
。
後
述
す
る
議
決
の
全
会
一
致
の
慣
例
が
あ
る
た

め
に
は
、
定
足
数
は
規
定
で
き
な
い
の
だ
。

　

だ
れ
が
出
席
す
る
の
か

　

総
務
会
の
メ
ン
バ
ー
を
総
務
と
よ
ぶ
。
定
員
は
二
五

名
で
あ
る
（
党
則
37
条
）。
全
員
が
自
民
党
所
属
の
国

会
議
員
で
あ
る
。

　

総
務
の
定
員
は
一
九
五
五
年
一
一
月
一
五
日
の

自
民
党
結
党
時
は
四
〇
名
と
党
則
で
決
め
ら
れ
た
。

一
九
六
〇
年
七
月
一
四
日
の
第
八
回
臨
時
党
大
会
に
お

け
る
党
則
の
一
部
改
正
で
三
〇
名
に
減
員
さ
れ
、
そ
れ

二
〇
〇
九
年
の
総
選
挙
で
、
自
民
党
公
認
候
補
者
の

当
選
は
一
一
九
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
後
述
の
と
お

り
、
総
務
と
兼
職
で
き
な
い
と
党
が
定
め
て
い
る
役
職

が
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
を
補
し
て
い
っ
た
あ
と

に
総
務
の
選
任
手
続
き
に
入
る
。
そ
の
際
、
所
属
議
員

数
が
激
減
し
て
い
た
た
め
、
衆
院
議
員
に
割
り
当
て
ら

れ
て
い
る
総
務
の
員
数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
三
日
の
総
務
会

で
二
五
名
へ
の
減
員
が
了
承
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
一
月

二
四
日
の
第
七
七
回
党
大
会
で
の
党
則
の
一
部
改
正
に

よ
っ
て
そ
れ
が
追
認
さ
れ
た
。

　

自
民
党
は
二
〇
一
二
年
の
総
選
挙
で
二
九
四
議
席
を

獲
得
す
る
大
勝
を
収
め
、
二
〇
一
四
年
総
選
挙
で
も

そ
の
勢
力
を
維
持
し
た
。
そ
こ
で
、
総
務
の
員
数
を

二
〇
〇
九
年
の
下
野
以
前
に
戻
す
べ
き
だ
と
声
が
上

が
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
な

ぜ
か
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
二
五
名
の
ま
ま
今
日

に
至
っ
て
い
る
（
党
則
37
条
）。

　

総
務
会
に
は
こ
の
二
五
名
の
ほ
か
に
、
次
の
自
民
党

ポ
ス
ト
に
あ
る
国
会
議
員
も
出
席
す
る
。
た
だ
し
、
総

務
で
な
い
彼
ら
に
は
議
決
権
は
な
い
。

副
総
裁
・
幹
事
長
・
政
務
調
査
会
長
・
国
会
対
策
委

員
長
・
選
挙
対
策
委
員
長
・
組
織
運
動
本
部
長
・
広

報
本
部
長
・
参
議
院
議
員
会
長
・
参
議
院
幹
事
長
・

参
議
院
政
策
審
議
会
長
・
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長
・

青
年
局
長
・
女
性
局
長

　

総
裁
も
出
席
す
る
こ
と
が
あ
る
。
上
記
の
臨
時
総
務

会
に
は
安
倍
総
裁
が
出
席
し
て
、
幹
事
長
以
下
主
な
党

役
員
の
留
任
が
諮
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
副
幹
事
長
の
総
務
会
担
当
と
国
会
対
策
副

委
員
長
の
総
務
会
担
当
と
総
務
会
担
当
の
事
務
局
の
職

員
が
陪
席
す
る
。
彼
ら
は
総
務
会
室
内
の
楕
円
形
の

テ
ー
ブ
ル
席
に
は
つ
く
こ
と
は
で
き
ず
、
壁
を
背
に
し

た
席
に
座
る
。
ち
な
み
に
、
職
員
は
会
議
記
録
は
と
る

が
、総
務
会
と
し
て
の
正
式
な
議
事
録
は
存
在
し
な
い
。

　

堀
内
光
雄
元
総
務
会
長
に
よ
れ
ば
、「
総
務
会
は
自

民
党
議
員
な
ら
ば
誰
で
も
室
内
に
入
っ
て
会
議
を
傍
聴

で
き
る
し
、
誰
も
が
番
外
発
言
と
称
す
る
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
」（
堀
内
、
六
〇
頁
）。
と
は
い
え
、

傍
聴
を
希
望
す
る
議
員
は
あ
ら
か
じ
め
総
務
会
長
に
そ

の
旨
を
申
し
出
る
の
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る
。ま
た「
番

外
発
言
」
を
す
る
場
合
も
、
総
務
会
長
に
事
前
通
告
し

て
お
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、

総
務
会
長
は
「
番
外
発
言
」
を
無
視
す
る
。

　

２　

総
務
の
構
成
と
任
期

　

だ
れ
が
総
務
に
な
る
の
か

　

二
五
名
の
総
務
は
ど
の
よ
う
に
選
任
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。党
則
39
条
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

自由民主党本部　写真：Wikipedia より

か
ら
四
〇
年
近
く
も
変

わ
ら
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
二
〇
〇
一
年
三

月
一
三
日
の
第
六
七
回

党
大
会
に
お
け
る
党
則

の
一
部
改
正
で
三
一
名

に
な
っ
た
（
自
由
民
主

党
、
三
一
、五
〇
、五
七

頁
）。
そ
の
後
、
民
主

党
政
権
を
誕
生
さ
せ
た
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一　

党
所
属
の
衆
議
院
議
員
の
公
選
に
よ
る
者　
一
一
名

二　

党
所
属
の
参
議
院
議
員
の
公
選
に
よ
る
者　

八
名

三　

総
裁
の
指
名
に
よ
る
者　

六
名

　

よ
り
具
体
的
に
は
、「
一
」
に
基
づ
く
「
公
選
」
は

衆
院
の
比
例
代
表
選
挙
区
、
す
な
わ
ち
比
例
代
表
ブ

ロ
ッ
ク
ご
と
に
置
か
れ
て
い
る
一
一
の
ブ
ロ
ッ
ク
両
院

議
員
会
（
党
則
77
条
）
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
た
と
え

ば
、
北
海
道
の
小
選
挙
区
と
比
例
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
ず
れ

か
で
当
選
し
た
衆
院
議
員
と
参
院
北
海
道
選
挙
区
で
当

選
し
た
参
院
議
員
は
、
北
海
道
の
ブ
ロ
ッ
ク
両
院
議
員

会
に
所
属
す
る
。
各
ブ
ロ
ッ
ク
両
院
議
員
会
が「
公
選
」

し
た
総
務
が
任
期
を
迎
え
れ
ば
、
そ
こ
で
後
任
が
「
公

選
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
両
院

議
員
会
長
の
判
断
が
大
き
く
作
用
す
る
。
以
前
に
は
そ

こ
に
出
身
派
閥
の
均
衡
も
考
慮
さ
れ
た
。

　
「
二
」
は
参
議
院
執
行
部
が
選
ん
で
い
る
。「
三
」
は
実

質
的
に
は
、
総
裁
、
幹
事
長
、
総
務
会
長
の
三
人
で
指

名
す
る
議
員
を
選
考
す
る
。
総
務
就
任
を
希
望
す
る
議

員
は
多
く
、「
一
」
の
枠
で
自
分
の
所
属
す
る
ブ
ロ
ッ
ク

か
ら
「
公
選
」
さ
れ
な
か
っ
た
議
員
を
救
済
す
る
こ
と
も

あ
る
。
現
在
の
六
名
は
全
員
が
衆
院
議
員
で
あ
る
。
後

述
の
と
お
り
、
総
務
会
長
は
必
ず
こ
の
枠
で
選
ば
れ
る
。

　

だ
れ
が
総
務
に
な
れ
な
い
の
か

　

党
、
政
府
、
国
会
の
以
下
の
役
職
に
就
い
て
い
る
者

は
、
総
務
と
兼
職
で
き
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

《
党
》
総
裁
、
副
総
裁
、
幹
事
長
、
幹
事
長
代
行
、

幹
事
長
代
理
、
選
挙
対
策
委
員
長
、
副
幹
事
長
、

人
事
局
長
、
経
理
局
長
、
国
際
局
長
、
情
報
調
査

局
長
、
政
調
会
長
、
政
調
会
長
代
行
、
政
調
会
長

代
理
、
政
調
副
会
長
、
部
会
長
、
組
織
運
動
本
部

長
、
団
体
総
局
長
、
広
報
本
部
長
、
国
対
委
員
長
、

財
務
委
員
長
、
党
紀
委
員
長
、
両
院
議
員
総
会
長
、

衆
議
院
議
員
総
会
長
、
人
事
委
員
長

《
政
府
》
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官

《
国
会
》
常
任
委
員
長
、
特
別
委
員
長

　

た
だ
し
、
国
会
の
常
任
委
員
会
の
中
に
は
あ
ま
り
開

催
さ
れ
な
い
常
任
委
員
会
が
あ
る
。
そ
の
委
員
長
に
就

い
て
い
る
者
は
、
総
務
会
長
が
兼
職
を
認
め
て
い
る
。

一
方
、
こ
こ
に
は
挙
が
っ
て
い
な
い
が
、
衆
参
両
院
そ

れ
ぞ
れ
の
議
院
運
営
委
員
会
（
議
運
）
の
理
事
は
総
務

と
兼
職
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
議
運
の
定
例
理
事
会
は
毎
週
火
曜
、
木
曜
、
金

曜
の
一
一
時
か
ら
で
あ
り
、
総
務
会
が
開
催
さ
れ
る
曜

日
・
時
間
と
重
な
っ
て
し
ま
い
、
総
務
会
に
出
席
で
き

な
い
た
め
だ
。

　

総
務
の
任
期

　

党
則
80
条
に
よ
れ
ば
、「
役
員
の
任
期
は
、
総
裁
に

つ
い
て
は
三
年
と
し
、そ
の
他
は
す
べ
て
一
年
と
す
る
。

た
だ
し
、
重
任
を
妨
げ
な
い
」。
自
民
党
で
は
国
会
議

員
な
ら
ば
必
ず
な
ん
ら
か
の
役
員
に
就
く
。も
ち
ろ
ん
、

総
務
も
役
員
ポ
ス
ト
で
あ
る
。
従
っ
て
、
総
務
の
任
期

は
党
則
上
は
一
年
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
総
務
会

が
任
期
の
区
切
り
に
な
る
の
で
、
ぴ
っ
た
り
一
年
に
は

な
ら
な
い
。
総
務
が
不
在
の
期
間
も
存
在
す
る
。

　

最
近
の
例
で
示
せ
ば
、
現
総
務
の
着
任
は
二
〇
一
五

年
一
〇
月
二
七
日
だ
が
、
前
任
者
の
離
任
は
同
年
九
月

二
四
日
で
あ
る
。
翌
年
九
月
二
五
日
か
ら
一
〇
月
二
六

日
ま
で
の
空
白
期
間
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
。

た
と
え
ば
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
七
日
午
後
に
安
倍
首

相
は
第
三
次
内
閣
の
改
造
を
行
っ
た
。
同
日
午
前
中
に

臨
時
総
務
会
が
開
か
れ
、
首
相
は
幹
事
長
以
下
の
執
行

部
人
事
を
固
め
た
後
に
内
閣
改
造
に
着
手
し
た
。
し
か

し
、
前
述
の
と
お
り
、
九
月
二
四
日
で
総
務
の
任
期
は

終
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
の
が
次
の
党
則
81
条
で
あ
る
。

「
役
員
は
、
そ
の
任
期
が
満
了
又
は
終
了
し
た
後
で
も

そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
を
経
て
後
任
者
が
決
定
す
る
ま
で

は
、
引
き
続
き
そ
の
職
に
在
る
も
の
と
す
る
」。
こ
の

規
定
に
よ
っ
て
、
一
〇
月
七
日
の
臨
時
総
務
会
に
は
前

総
務
が
出
席
し
た
。

　

二
〇
一
二
年
九
月
二
六
日
は
自
民
党
総
裁
選
が
行
わ

れ
、
谷
垣
禎
一
総
裁
に
代
わ
っ
て
安
倍
が
総
裁
に
選
出

さ
れ
た
。
党
則
80
条
5
項
に
よ
れ
ば
「
総
裁
が
新
た
に
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選
任
さ
れ
た
場
合
は
（
略
）
役
員
の
任
期
は
、
終
了
す

る
も
の
と
す
る
」。
そ
こ
で
総
務
の
任
期
も
こ
こ
で
終

了
し
た
。
で
は
な
ぜ
新
総
務
の
選
任
ま
で
こ
の
と
き
は

二
〇
日
も
か
か
っ
た
の
か
。

　

総
裁
が
代
わ
れ
ば
、
幹
事
長
以
下
主
要
な
役
員
も

交
代
す
る
。
上
述
の
総
務
と
兼
職
で
き
な
い
役
職
に

も
異
動
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
を
す
べ
て
整
え
た
あ
と

総
務
の
人
選
に
入
る
の
で
時
間
が
か
か
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
一
〇
月
七
日
の
内
閣
改
造
の
あ
と
新
総
務

が
選
任
さ
れ
る
ま
で
や
は
り
二
〇
日
か
か
っ
て
い
る
の

も
、
同
様
の
理
由
に
よ
る
。

　

ま
た
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
六
日
に
選
任
さ
れ

た
総
務
は
、
三
か
月
あ
ま
り
の
任
期
し
か
な
か
っ
た
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
の
総
選
挙
で
自
民
党
は
大

勝
し
た
。
新
首
相
を
指
名
す
る
た
め
の
特
別
国
会
の
召

集
日
は
一
二
月
二
六
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
日
に
臨
時

総
務
会
が
開
か
れ
、
幹
事
長
以
下
の
主
要
な
役
員
が
選

任
さ
れ
た
。
翌
日
組
閣
が
な
さ
れ
、
総
務
と
兼
職
で
き

な
い
役
職
も
順
次
決
め
て
い
っ
て
、
翌
年
一
月
一
〇
日

に
留
任
と
新
任
の
総
務
が
補
さ
れ
た
。
こ
れ
が
三
か
月

の
理
由
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
党
則
80
条
6
項
に
「
総
裁
以
外
の
役
員
の

任
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
欠
の
場
合
に
は
、
前
任
者

の
残
任
期
間
と
し
」
と
あ
る
。
一
月
に
補
さ
れ
た
総
務

の
任
期
は
、「
前
任
者
」
が
選
任
さ
れ
た
二
〇
一
二
年

一
〇
月
一
六
日
か
ら
一
年
後
の
二
〇
一
三
年
一
〇
月

一
五
日
ま
で
の
残
任
期
間
に
あ
た
る
一
〇
か
月
あ
ま
り

と
な
っ
た
。

　

食
い
違
う
総
務
会
長
の
任
期
と
総
務
の
任
期

　

も
ち
ろ
ん
、
総
務
会
長
も
役
員
で
あ
る
か
ら
任
期
は

一
年
で
あ
る
。
党
則
第
40
条
5
項
に
「
総
務
会
長
及
び

副
会
長
は
、
総
務
会
に
お
い
て
互
選
す
る
」
と
あ
る
。

な
の
で
、
総
務
会
長
は
総
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か

つ
総
務
に
よ
っ
て
互
選
さ
れ
る
。

　

現
職
の
二
階
俊
博
総
務
会
長
は
二
〇
一
四
年
九
月
三

日
午
前
の
臨
時
総
務
会
で
「
総
裁
の
指
名
に
よ
る
者
」

の
選
任
枠
で
総
務
と
な
り
、
同
時
に
総
務
会
長
に
互
選

さ
れ
た
。
同
日
午
後
の
第
二
次
安
倍
内
閣
の
改
造
に
先

立
つ
人
事
で
あ
る
。
臨
時
総
務
会
で
の
そ
の
諮
り
方
は

お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
招
集
者
お
よ
び
議
長

は
二
階
の
前
任
の
野
田
聖
子
で
あ
る
。
野
田
の
議
事
進

行
の
下
、
総
裁
が
二
階
を
総
務
に
指
名
し
、
野
田
に
代

わ
る
総
務
会
長
に
推
薦
す
る
。
野
田
が
「
総
裁
に
よ
る

総
務
会
長
の
ご
推
薦
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」
と

出
席
総
務
に
諮
る
。
異
議
な
し
と
な
り
二
階
が
総
務
会

長
に
「
互
選
」
さ
れ
、
野
田
が
総
務
会
長
席
か
ら
退
席

し
て
二
階
が
そ
こ
に
座
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
旧
総
務

会
長
の
離
着
任
の
日
付
は
同
日
と
な
る
。

　

一
方
で
総
務
は
、
党
、
政
府
、
お
よ
び
国
会
の
総
務

と
兼
職
で
き
な
い
役
職
が
固
ま
っ
て
か
ら
で
な
い
と
決

め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
総
務
会
長
の
任
期
と
は
必
ず

食
い
違
う
こ
と
に
な
る
。

　

３　

総
務
会
の
機
能

　

党
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

　

党
運
営
の
要
は
幹
部
人
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

総
務
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
は
強
い
。
自
民
党
の

執
行
機
関
の
一
つ
に
役
員
会
が
あ
る
。
党
則
25
条
2
項

に
よ
れ
ば
、
役
員
会
は
次
の
八
名
で
構
成
さ
れ
る
。

総
裁
、
副
総
裁
、
幹
事
長
、
総
務
会
長
、
政
策
調
査

会
長
、
選
挙
対
策
委
員
長
、
参
議
院
議
員
総
会
長
、

参
議
院
幹
事
長

　

中
で
も
、
幹
事
長
、
総
務
会
長
、
政
調
会
長
、
お
よ

び
選
対
委
員
長
を
党
四
役
と
い
う
。
幹
事
長
、
政
調
会

長
、
お
よ
び
選
対
委
員
長
は
「
総
務
会
の
承
認
を
受
け

て
、総
裁
が
決
定
す
る
」（
同
9
条
、46
条
、52
条
7
項
）。

一
方
、
総
務
会
長
は
前
出
の
と
お
り
総
務
会
で
互
選
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
手
続
き
上
は
総
務
会
長
の
決
定
権
は

総
裁
に
は
な
い
。
総
裁
は
意
中
の
総
務
会
長
候
補
者
を

総
務
会
に
推
薦
す
る
の
み
で
あ
る
。
幹
事
長
、
政
調
会

長
、
お
よ
び
選
対
委
員
長
に
つ
い
て
も
、
総
務
会
が
承

認
し
な
け
れ
ば
、
総
裁
は
決
定
で
き
な
い
。

　

一
方
、
党
則
上
の
規
定
は
な
い
が
、
執
行
部
と
い
う
場
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合
に
は
現
在
で
は
次
の
一
〇
ポ
ス
ト
を
指
す
（
二
〇
一
五

年
一
〇
月
七
日
付
ウ
ェ
ブ
版
産
経
ニ
ュ
ー
ス
）。

副
総
裁
、
幹
事
長
、
総
務
会
長
、
政
調
会
長
、
選
対

委
員
長
、
国
会
対
策
委
員
長
、
幹
事
長
代
行
、
組
織

運
動
本
部
長
、
広
報
本
部
長
、
総
裁
特
別
補
佐

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
組
織
運
動
本
部
長
と
広
報
本
部
長

は
上
述
の
党
四
役
と
同
じ
選
任
手
続
き
を
経
る
（
党
則

17
条
、
21
条
）。
国
対
委
員
長
と
幹
事
長
代
行
に
つ
い

て
は
、「
総
務
会
の
承
認
を
受
け
て
、
幹
事
長
が
決
定

す
る
」（
同
24
条
2
項
、
10
条
）。

　

要
す
る
に
、「
総
務
会
の
承
認
」
が
な
け
れ
ば
、
党

の
幹
部
人
事
は
進
ま
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
新
内

閣
発
足
や
内
閣
改
造
と
そ
れ
に
連
動
す
る
党
役
員
人
事

が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
ま
ず
総
裁
出
席
の
下
、
臨
時
総

務
会
が
開
催
さ
れ
る
。

　

国
会
活
動
に
関
す
る
重
要
事
項

　

自
民
党
が
政
策
を
議
案
と
し
て
国
会
に
提
出
す
る
に

は
「
政
務
調
査
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同

42
条
2
項
）。
ま
ず
政
策
の
立
案
は
、
政
調
会
に
置
か

れ
る
各
部
会
で
行
わ
れ
る
。
各
部
会
か
ら
出
さ
れ
る
政

策
案
は
、
こ
れ
も
政
調
会
に
設
け
ら
れ
て
い
る
政
調
審

議
会
で
審
議
決
定
さ
れ
る
（
同
45
条
1
項
）。
そ
し
て
、

「
政
調
審
議
会
に
お
い
て
決
定
し
た
政
策
に
関
す
る
事

項
は
、
速
や
か
に
総
務
会
に
報
告
し
そ
の
決
定
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
45
条
5
項
）。

　

こ
の
「
速
や
か
に
」
は
、
政
調
審
議
会
の
定
例
開
催

曜
日
・
時
刻
が
毎
週
火
曜
と
木
曜
の
一
〇
時
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。
火
曜
日
の
政
調
審
議
会
で

決
定
し
た
政
策
は
直
後
の
同
日
一
一
時
か
ら
開
催
さ
れ

る
総
務
会
に
、
木
曜
日
の
場
合
は
翌
金
曜
日
の
総
務
会

に
か
け
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
安
保
法
制
を
構
成
す
る
一
一
法
案
は
、

二
〇
一
五
年
五
月
一
一
日
（
月
）
の
関
連
部
会
、
一
二

日
（
火
）
一
〇
時
か
ら
の
政
調
審
議
会
で
決
定
を
み
た

あ
と
、
た
だ
ち
に
同
日
一
一
時
か
ら
の
総
務
会
で
「
審

議
決
定
」
さ
れ
た
。
こ
れ
で
「
党
内
手
続
き
を
経
た
」

こ
と
に
な
り
、
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
る
。
自
ら
の
内

心
に
忠
実
に
「
党
議
に
そ
む
く
行
為
」
を
冒
せ
ば
、
党

規
律
規
約
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
る
（
同
92
条
）。

　

４　

総
務
会
の
議
決
方
法

　

全
会
一
致
の
「
良
識
」

　

党
則
41
条
は
「
総
務
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半

数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
」
と
定
め
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
全

会
一
致
を
慣
例
と
し
て
き
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
総
務
会
長
を
務
め

た
堀
内
光
雄
は
こ
う
説
明
す
る
。

「
自
民
党
総
務
会
は
、
多
様
な
意
見
を
持
つ
議
員
の

意
見
を
集
約
す
る
場
で
あ
り
、
政
権
を
支
え
る
与
党

の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
か
ら
、
異
論
が
続
出

し
て
も
最
後
に
は
全
会
一
致
の
原
則
を
守
っ
て
き

た
。
こ
れ
は
、
国
民
政
党
と
し
て
の
自
民
党
が
約

四
十
年
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
き
た
良
識
で
あ
り
、

議
院
内
閣
制
の
わ
が
国
の
政
治
が
安
定
し
て
い
た
基

盤
で
あ
る
」（
堀
内
、
五
五
頁
）。

　

前
出
の
鈴
木
は
総
務
会
長
在
任
中
、
総
務
会
で
採

決
に
至
っ
た
の
は
二
回
の
み
だ
っ
た
と
い
う
。
一
つ

目
は
沖
縄
の
国
政
参
加
選
挙
を
め
ぐ
る
も
の
だ
っ
た
。

一
九
六
九
年
一
一
月
二
一
日
の
佐
藤
栄
作
首
相
と
ニ
ク

ソ
ン
米
大
統
領
に
よ
る
共
同
声
明
で
、
一
九
七
二
年
に

沖
縄
の
施
政
権
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
返
還
さ
れ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
国
会
内
で
は
、
返
還
が
事
実
上

決
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
沖
縄
返
還
協
定
の
批
准
前
で
も

沖
縄
代
表
の
国
政
参
加
を
可
能
に
す
べ
き
だ
と
の
気
運

が
生
ま
れ
た
。
一
方
、
自
民
党
内
に
は
批
准
の
の
ち
と

す
る
の
が
筋
だ
と
い
う
「
正
論
」
も
唱
え
ら
れ
た
。

　

そ
こ
で
鈴
木
総
務
会
長
は
結
論
を
急
が
ず
、
衆
参
そ

れ
ぞ
れ
の
法
制
局
長
と
内
閣
法
制
局
長
官
か
ら
な
る
三

長
官
会
議
を
設
け
て
検
討
さ
せ
た
。
国
会
で
認
め
れ
ば

批
准
前
で
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
結
論
だ
っ

た
。「
そ
こ
で
私
は
総
務
会
に
三
長
官
会
議
の
結
論
を

報
告
し
て
、
国
会
承
認
す
れ
ば
違
法
で
は
な
い
。（
略
）
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憲
法
上
疑
義
が
な
い
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
は
国
政
参
加
を

認
め
る
べ
き
だ
と
、
我
党
は
こ
れ
を
支
持
し
よ
う
と
い

う
こ
と
で
採
決
し
た
。
満
場
一
致
で
し
た
ね
」（
鈴
木
、 

一
六
三   

─一
六
四
頁
）。

　

二
つ
目
は
、
一
九
七
二
年
の
日
中
共
同
声
明
に
基
づ

き
一
九
七
四
年
四
月
に
北
京
で
署
名
さ
れ
た
日
中
航
空

協
定
の
国
会
承
認
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
党

内
の
親
台
派
議
員
が
猛
反
発
し
た
。
鈴
木
は
「
徹
底

的
に
論
議
を
尽
く
し
て
も
ら
う
」
方
針
を
堅
持
し
た
。

「
と
う
と
う
、〔
親
台
派
の
〕
藤
尾
君
も
玉
置
君
も
音
を

上
げ
て
ね
、
私
の
と
こ
ろ
へ
み
え
て
、「
我
々
は
反
対

は
崩
し
ま
せ
ん
が
（
略
）
我
々
が
席
を
立
つ
か
ら
、
そ

の
時
、
総
務
会
は
採
決
な
り
何
な
り
結
論
を
出
し
て
下

さ
い
」
と
（
略
）。
そ
し
て
、
そ
の
両
君
に
自
発
的
に

総
務
会
の
席
を
は
ず
し
て
も
ら
っ
て
、
満
場
一
致
と
い

う
か
た
ち
で
日
中
航
空
協
定
を
党
議
決
定
し
た
」（
同
、

一
六
五 

─一
六
六
頁
）。
両
者
は
総
務
会
が
全
会
一
致

の
決
定
を
守
る
た
め
に
気
を
利
か
せ
た
。
こ
の
事
態
を

想
定
し
て
、
総
務
会
の
定
足
数
は
設
定
で
き
な
い
。

　

異
例
の
挙
手
採
決

　

と
こ
ろ
が
、二
〇
〇
五
年
六
月
二
八
日
の
総
務
会
で
、

こ
の
慣
例
が
つ
い
に
破
ら
れ
た
。
久
間
章
生
総
務
会
長

が
郵
政
民
営
化
関
連
法
案
の
修
正
案
を
め
ぐ
っ
て
、
挙

手
に
よ
る
多
数
決
採
決
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
総
務
会
を
閉
じ
る
際
に
、
久
間
は
「
な
お
総
務
会
と

し
て
決
定
を
し
ま
し
た
の
で
、
衆
議
院
の
修
正
だ
け
で

な
く
、
本
会
議
に
お
い
て
も
、
参
議
院
も
含
め
て
党
議

拘
束
さ
れ
ま
す
の
で
」と
述
べ
た（
堀
内 

、一
一
二
頁
）。

た
だ
、
堀
内
は
「
挙
手
の
数
は
数
え
て
お
ら
ず
、
採
決

に
際
し
、
賛
成
何
名
、
反
対
何
名
と
は
は
っ
き
り
表
明

で
き
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
（
同
、
一
一
三
頁
）。

　

こ
れ
以
降
は
挙
手
に
よ
る
採
決
は
な
く
、従
来
の「
異

議
な
し
」
方
式
が
続
い
て
い
る
。
前
出
の
安
保
法
制
を

構
成
す
る
一
一
法
案
が
了
承
さ
れ
た
二
〇
一
五
年
五
月

一
二
日
の
総
務
会
で
は
、
法
案
に
反
対
す
る
村
上
誠
一

郎
総
務
が
採
決
前
に
途
中
退
席
し
た
（
二
〇
一
五
年
五

月
一
三
日
付
『
朝
日
新
聞
』）。

　

む
す
び

　

二
〇
一
六
年
二
月
一
日
に
死
去
し
た
政
治
学
者
の
京

極
純
一
は
、
名
著
『
日
本
の
政
治
』
の
中
で
日
本
型
意

思
決
定
の
特
徴
を
「
和
の
方
式
」
と
よ
ん
で
い
る
。
そ

こ
に
お
い
て
は
、「
決
定
に
関
す
る
伝
統
的
な
制
度
に

お
い
て
、
成
員
全
員
に
平
等
な
参
加
資
格
が
あ
り
（
参

加
の
政
治
）、
ま
た
、
全
員
が
拒
否
権
を
も
つ
（
全
員

一
致
）
上
に
、
票
決
を
用
い
て
、
対
立
な
い
し
多
数
派

少
数
派
分
化
を
、
成
員
の
眼
に
見
え
る
よ
う
に
、
表
示

す
る
こ
と
は
、
で
き
る
限
り
、
回
避
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
」（
京
極
、
二
〇
八
頁
）。

　

ま
さ
に
自
民
党
総
務
会
そ
の
も
の
で
あ
る
。
京
極
の

次
の
指
摘
も
、
総
務
会
を
め
ぐ
る
党
内
文
化
を
言
い
当

て
て
い
よ
う
。「〔
票
決
に
よ
っ
て
〕
集
合
体
な
り
集
団

の
な
か
に
「
シ
コ
リ
が
残
る
」
こ
と
は
避
け
が
た
い
。

し
た
が
っ
て
、「
和
」
を
尊
重
す
る
人
々
は
根
回
し
（
事

前
工
作
）
に
よ
る
対
決
の
回
避
に
熱
心
と
な
る
」（
同
、

二
一
〇
頁
）。

　

決
定
の
要
所
に
全
会
一
致
が
議
決
慣
例
の
総
務
会
を

必
ず
置
く
こ
と
で
、
党
内
政
治
の
「
和
の
方
式
」
が
担

保
さ
れ
て
い
る
。「
自
民
党
総
務
会
と
は
な
に
か
」
と

い
う
本
稿
タ
イ
ト
ル
の
答
え
を
一
言
に
ま
と
め
れ
ば
、

「
和
の
方
式
」
の
維
持
装
置
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
（
に
し
か
わ
・
し
ん
い
ち
／
明
治
大
学
教
授
）
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